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隣
保
事
業
に
よ
る
生
活
相
談
（
人

権
・
福
祉
・
教
育
・
就
業
等
）
を
実

施
し
て
お
り
ま
す
。
秘
密
は
厳
守
し

ま
す
。

○
相
談
場
所

　

・
五
霞
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　

・
堀
之
内
集
会
所

※
各
相
談
所
の
相
談
日
時
等
に
つ
き

ま
し
て
は
、
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　

☎
（84）
３
５
９
５

あ
な
た
一
人
で
悩
ん
で
い
ま
せ
ん
か
。

　

人
は
み
な
人
権
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
ぞ
れ
が
個
人
と
し
て
人
権
を
尊
重

さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
残
念
な
が
ら
女
性
に
対
す
る
人

権
侵
害
が
依
然
と
し
て
発
生
し
て
お

り
、
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い

ま
す
。
法
務
省
、
全
国
人
権
擁
護
委

員
連
合
会
及
び
茨
城
県
人
権
擁
護
委

員
連
合
会
は
、
従
来
か
ら
さ
ま
ざ
ま

な
活
動
を
通
じ
て
女
性
の
人
権
問
題

に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
平
成
12

年
度
か
ら
そ
の
一
環
と
し
て
、
悩
み

を
持
っ
た
女
性
が
気
軽
に
相
談
で
き

る
専
用
の
電
話
相
談
窓
口
を
設
け
ま

し
た
。
そ
れ
が
「
女
性
の
人
権
ホ
ッ

ト
ラ
イ
ン
」
で
す
。
職
場
に
お
け
る

男
女
差
別
や
セ
ク
ハ
ラ
、
夫
や
パ
ー

ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
、
ス
ト
ー
カ
ー

な
ど
の
女
性
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
人

権
侵
害
に
つ
い
て
相
談
を
受
け
付
け

て
い
ま
す
。
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

○
期
間　

　

11
月
17
日
㈪
か
ら
23
日
㈰
ま
で

○
時
間

　

午
前
８
時
30
分
か
ら

　

午
後
７
時
ま
で

　

た
だ
し
、
土
・
日
曜
日
は
午
前
10

時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

○
電
話
番
号　

　

☎
０
５
７
０
（
０
７
０
）
８
１
０

○
相
談
員　

　

人
権
擁
護
委
員
・
法
務
局
職
員

○
お
問
い
合
わ
せ

　

水
戸
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

　

☎
０
２
９
（
２
２
７
）
９
９
１
９

　

国
民
年
金
保
険
料
を
社
会
保
険
料

控
除
と
し
て
申
告
す
る
場
合
に
、
一

年
間
に
納
付
し
た
国
民
年
金
保
険
料

を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
等
す
る
こ

と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
生
命
保
険
会
社
等
か

ら
送
付
さ
れ
る
控
除
証
明
書
と
同
様

に
、
一
年
間
に
納
付
し
た
国
民
年
金

保
険
料
の
額
を
証
明
し
た
控
除
証
明

書
（
ハ
ガ
キ
）
が
、
社
会
保
険
庁
か

ら
11
月
上
旬
以
降
に
順
次
送
付
さ
れ

ま
す
。

　

年
末
調
整
ま
た
は
確
定
申
告
の
手

続
き
の
際
は
必
ず
こ
の
証
明
書
や
領

収
証
書
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、

申
告
を
行
う
ま
で
大
切
に
保
管
し
て

く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

社
会
保
険
庁
国
民
年
金
保
険
料

　

控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
５
７
０
（
０
７
０
）
１
１
７

　

社
会
保
険
労
務
士
に
よ
る
国
民
年

金
の
相
談
を
行
い
ま
す
。

　

相
談
を
ご
希
望
さ
れ
る
方
は
、
事

前
に
電
話
に
よ
る
予
約
を
お
願
い
し

ま
す
。（
先
着
15
名
）

　

な
お
、
当
日
の
受
付
は
し
ま
せ
ん

の
で
、
必
ず
事
前
予
約
を
お
願
い
し

ま
す
。

○
期
日　
11
月
19
日
㈬　

午
前
９
時
か
ら

○
会
場　

五
霞
町
役
場　

１
階

　
　
　
　

小
会
議
室

○
予
約
先　

町
民
税
務
課　

町
民
Ｇ

　

☎
（84）
１
９
６
５

○
受
付
日　

11
月
10
日
㈪
か
ら

　
　
　
　
　

18
日
㈫
ま
で

　

午
前
９
時
か
ら

　
（
土
・
日
・
祝
祭
日
を
除
く
）

　

ま
た
、
下
館
社
会
保
険
事
務
所
で

は
随
時
、
予
約
年
金
相
談
を
受
付
て

い
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

下
館
社
会
保
険
事
務
所

　

☎
０
２
９
６
（25）
０
８
３
４

　

国
民
健
康
保
険
税
及
び
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
を
社
会
保
険
料
控
除

と
し
て
年
末
調
整
ま
た
は
確
定
申
告

を
さ
れ
る
場
合
に
添
付
す
る
証
明
書

を
町
民
税
務
課
窓
口
に
て
交
付
し
ま

す
。

　

窓
口
に
取
り
に
来
ら
れ
な
い
方
は

町
民
税
務
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　

こ
の
証
明
書
は
、
保
険
税
（
料
）

を
普
通
徴
収
（
現
金
や
口
座
振
替
に

よ
り
納
付
）
に
よ
り
納
付
さ
れ
て
い

る
方
が
対
象
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、

年
金
か
ら
特
別
徴
収
に
よ
り
納
付
さ

れ
て
い
る
方
は
、
社
会
保
険
庁
よ
り

送
付
さ
れ
る
源
泉
徴
収
票
に
保
険
税

（
料
）
が
記
載
さ
れ
ま
す
の
で
、
改

め
て
証
明
書
の
交
付
を
受
け
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

役
場
で
確
定
申
告
を
さ
れ
る
方
は

証
明
書
の
添
付
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

○
交
付
場
所

　

町
民
税
務
課　

税
務
Ｇ（
③
窓
口
）

○
交
付
期
間

　

11
月
４
日
㈫
か
ら

　
（
土
・
日
・
祝
祭
日
を
除
く
）

　

午
前
８
時
30
分
か
ら

　

午
後
５
時
30
分
ま
で

○
お
問
い
合
わ
せ

　

税
務
Ｇ
（
内
線
２
５
３
）

お
知
ら
せ

（NO.400）

※お問い合わせの「Ｇ」は「グループ」を表します。

▪
生
活
相
談
の
実
施

▪
全
国
一
斉
「
女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
強
化
週
間

（
総
務
課
）

（
総
務
課
）

▪
国
民
年
金
保
険
料
控
除
証

明
書
の
送
付

▪
予
約
年
金
相
談
の
お
知
ら

せ▪
国
民
健
康
保
険
税
及
び
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
の
年
末
調

整
用
証
明
書
・
確
定
申
告
用
納

付
証
明
書
の
交
付

（
町
民
税
務
課
）

（
町
民
税
務
課
）

（
町
民
税
務
課
）


